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●仏暦二五五六年・外国人の事業営業における許可申請を要しないサービス事

業を定める省令 

 

 仏暦二五四二年外国人事業法令の第四六条第一段、及び仏暦二五四二年外国

人事業法令末尾の第３リスト（２１）の内容に基づく権限に拠り、商業大臣は

以下のように省令を制定する。 

 以下のサービス事業を仏暦二五四二年外国人事業法令末尾の第３リスト（２

１）に該当しないサービス事業とする。 

 （１）証券・証券市場法に基づく証券事業及びその他の事業。 

 （ａ）証券取引 

 （ｂ）投資顧問 

 （ｃ）証券販売 

 （ｄ）証券貸借事業 

 （ｅ）ミューチュアルファンド運営 

 （ｆ）プライベートファンド運営 

 （ｇ）ベンチャーキャピタル運営 

 （ｈ）証券事業のための信用供与 

 （ｉ）金融顧問 

 （ｊ）証券登録サービス 

 （ｋ）証券会社顧客または先物取引事業の顧客の資産管理 

 （ｌ）プライベートファンドの資産受託 

 （ｍ）ミューチュアルファンド運用 

 （ｎ）社債所持者の代理人業 

 （２）先物取引法に基づく先物取引事業 

 （ａ）先物取引 

 （ｂ）先物取引顧問 

 （ｃ）先物取引資金管理 

 （３）資本市場取引のためのトラスト法に基づくトラスティー事業 

 

 ここに仏暦二五五六年三月一一日から［注／官報公示は二〇一三年三月一八

日］ 

 

おわり 


